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 認可外保育施設等の利用から施設等利用費の請求まで 

 

施設等利用給付認定を受けて、認可外保育施設等（東京都認証保育所を含む認可外保育施

設、専用施設での定期利用事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポ

ート事業）を利用した場合の施設等利用費の請求手続きについてご案内します。 

利用する予定の認可外保育施設等が教育・保育の無償化対象施設かは、施設の所在する区

市町村のホームページ等をご覧ください。 

 

（注）幼稚園・認定こども園（１号認定）の利用者については、板橋区教育委員会事務局学

務課幼稚園係へお問い合わせください。 

 

１ 施設等利用費の請求までの流れ 

      

     ①利用契約(認定通知書の提示） 

 

     ②利用料の支払い 

 

     ③領収証・提供証明書の受領 

 

     ④請求書類の提出 

      （施設で取りまとめる場合）    ④利用者分を取りまとめて提出 

 

 ④’請求書類の提出（個人申請の場合） 

 

     ⑤施設等利用費の支払い（口座振り込み） 

 

 

① 利用契約 

 無償化対象施設を利用するにあたり、施設等利用給付認定を受けている旨を施設（事業

者）に伝えてください。その際、「施設等利用給付認定通知書」の提示を求められます。 

 

② 利用料の支払い 

 施設等利用給付の対象となる利用料と、対象外となる特定費用について、事前に文書で

説明を受けて同意をしてから認可外保育施設等を利用し、その費用を支払いしてください。 

※特定費用とは …日用品費、文房具代、行事参加費、給食費、通園バス代 等 
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③ 領収証・提供証明書の受領 

  ②の支払いをした際に、認可外保育施設等から領収証及び提供証明書を受領してくださ

い。様式は、認可外保育施設等で独自の様式でも、板橋区の様式でも構いません。 

 

④⑤ 施設等利用費の申請、支払い方法 

 提出書類、申請期間、振込時期は、区ホームページをご確認ください。    

      

区ホームページ 

        「幼児教育・保育無償化（認可外保育施設）」 

                               

２ 月額上限額 

２号認定：月額３７，０００円  

３号認定：月額４２，０００円 

※月途中に転出入した場合、月額上限額は次のとおりになります。 

月途中に転出する場合の上限額 

３７，０００円（４２，０００円）×転出日の前日までの日数÷その月の日数 

（例）２号認定の世帯が、板橋区から練馬区へ６月１６日に転出する場合 

３７，０００円×１５日÷３０日＝１８，５００円 

 

月途中に転入する場合の上限額 

   ３７，０００円（４２，０００円）×板橋区での認定日からの日数÷その月の日数 

（例）３号認定の世帯が、北区から板橋区へ６月１６日に転入し、施設等利用給付認定申

請を行い、６月２１日に認定された場合 

４２，０００円×１０日÷３０日＝１４，０００円 

 

＜お問合わせ・提出先＞ 

〒１７３－８５０１ 板橋区板橋二丁目６６番１号 板橋区役所 

 

 〇施設等利用給付認定・通知書、施設等利用費の請求に関すること 

 （幼稚園・認定こども園（１号認定）利用者除く） 

  子ども家庭部保育サービス課民間保育第二係（南館３階㉓番窓口） 

（電話）０３－３５７９－２４９４ 

 

 〇幼稚園・認定こども園（１号認定）を利用している方の認定・請求に関すること 

  教育委員会事務局学務課幼稚園係（北館６階⑭番窓口） 

  （電話）０３－３５７９－２６１３ 


